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諮 問





教 政 第 1 1 8 号  

平成 30年 12月６日 

福岡市立学校通学区域審議会 

会長 髙妻 紳二郎 様 

福岡市教育委員会 

通学区域の変更について（諮問） 

通学区域の一部変更について，下記のとおり諮問いたします。 

記 

曲渕小学校の休校に伴う内野小学校の通学区域の一部変更について 

　１　曲渕小学校の通学区域を内野小学校の通学区域に変更する。

　２　平成 31 年４月１日から実施する。

○写
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〔通学区域諮問資料〕 

曲渕小学校の休校に伴う内野小学校の通学区域の一部変更について 

１ 変更内容 

曲渕小学校の通学区域を内野小学校の通学区域に変更する。 

（変更前） 

町 名 区 域 小学校 

大字内野 182,803～805,807～815,817～822,825～827 

内野小学校 
内 野 １丁目～８丁目 

大 字 西 全域（1839,1841を除く） 

大字石釜 全域 

大字曲渕 全域 
曲渕小学校 

大字飯場 全域 

（変更後） 

町 名 区 域 小学校 

大字内野 182,803～805,807～815,817～822,825～827 

内野小学校 

内 野 １丁目～８丁目 

大 字 西 全域（1839,1841を除く） 

大字石釜 全域 

大字曲渕 全域 

大字飯場 全域 

２ 変更理由 

  曲渕小学校は，平成 29年度から校区内児童がいなくなり，今後増加する見込みが 

ないため，地域・保護者と休校に向けた協議を重ねてきた。 

その結果，平成 30年度末をもって曲渕小学校を休校し，通学区域については内野 

小学校の通学区域へ変更するもの。 

３ 変更時期 

平成 31年４月１日から実施する。 
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４ 曲渕小学校及び内野小学校の児童数・学級数 

（１）現状（平成 30年５月１日現在）

（単位：人，学級） 

区 分 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 計 

内野小学校 
児童数 59 52 58 53 56 55 14 347 

学級数 2 2 2 2 2 2 2 14 

曲渕小学校 
児童数 － 7 4 5 6 8 － 30 

学級数 － 1 1 1 1 1 － 5 

※曲渕小学校の児童数は，全て小規模校特別転入学制度（海っ子山っ子スクール）に

より校区外から通学する児童

（２）変更後の推移

（単位：人，学級） 

区 分 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 

内野小学校 
児童数 350 350 360 360 370 360 

学級数 14 14 14 14 14 14 

※それぞれ 2018年度（平成 30年度）の特別支援学級（２学級・14人）を含めた数値

５ 今後のスケジュール 

時  期 内 容 

平成 30年 

12 月６日 

福岡市立学校通学区域審議会（諮問） 

・曲渕小学校の休校に伴う内野小学校の通学区域の一部変更について

平成 30年 

12 月 25日 

教育委員会会議（付議） 

・曲渕小学校の休校に伴う内野小学校の通学区域の一部変更について

平成 31年 

４月１日 
曲渕小学校休校，通学区域変更 
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〔参 考〕 

曲渕小学校の休校に関する地域・保護者との協議経過 

時  期 経 緯 

平成 29年 7月３日 
地域の代表者と協議 

・曲渕小学校の現状について説明し，休校時期について協議

平成 29 年７月５日 
保護者との意見交換会（１回目） 

・曲渕小学校の現状について説明し，休校時期について協議

平成 29 年８月 22日 

保護者との意見交換会（２回目） 

・地域の代表者から保護者に，曲渕校区の現状について説明

・休校時期について協議

平成 29年 11月 30日 
保護者との意見交換会（３回目） 

・休校時期を平成 30年度末とする旨説明
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通学区域の一部変更区域図 

【変更前】 

【変更後】 

脇山小学校 

脇山小学校 

N 

凡例 

 小学校区 

曲渕小学校 

内野小学校 

内野小学校 

早良中学校 

早良小学校 

早良小学校 

早良中学校 

小 

小 

小 

中 

小 

小 

小 

小 

小 

中 
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報 告



〔通学区域報告資料〕 

小中一貫教育校特別転入学制度の導入について 

１ 制度導入の目的 

・ 能古小学校，能古中学校において，恵まれた自然環境の中で実施する，９年間の連

続した小中一貫教育を受ける児童生徒を幅広く募集し，特色ある教育活動や地域との

交流を大切にした体験活動を通して，確かな学力の向上や健やかな体の育成を図ると

ともに，豊かな人間性を育むこと。

・ 新たな特色ある取組みを推進することで，小規模校の教育活動を継続し，学校並びに

地域の活性化に寄与すること。

※ なお，これに伴い，現在実施している海っ子山っ子スクール（小規模校特別転入学制

度）については，能古小学校，能古中学校においては廃止する。

２ 開始時期 

平成 31年４月１日 

３ 対象校 

  能古小学校，能古中学校

４ 転入学の条件 

(1) 保護者，児童生徒ともに福岡市内に居住している者を対象とする。

(2) 制度の趣旨を理解し，その学校の教育活動等に賛同する保護者並びに児童生徒を対

象とする。

(3) 通学条件について

① 児童生徒が自力で公共の交通機関を利用し通学するものとする。

② 児童生徒の負担を考慮し，通学時間は自宅から姪浜旅客待合所まで 60 分以内とす

る。

③ 保護者の責任と負担において通学するものとする。

(4) 転入学の時期は４月１日とし，原則として，中学校卒業まで在籍することとする。 

５ 募集人員・募集学年 

 募集人数・学年については，能古小学校，能古中学校における小中一貫教育の教育内

容やカリキュラム，学校の施設規模，地域や保護者の意見などを総合的に勘案し，原則

小学校１年生のみ，能古小学校区に在住する小学校１年生と合せて 20名となるように募

集する。（ただし，事業開始年度の募集については，各学年 20 名となるように小学校１

年生から中学校１年生までを募集する） 
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〔通学区域報告(補足)資料〕 

能古小・中学校小中一貫教育について 

１ 能古小・中学校における小中一貫教育の考え方 

既存の小学校，中学校の基本的な枠組みを残したまま，小中一貫型小学校・中学校と

して位置付け，９年間の系統性を大切にした特色ある教育課程を編成・実施する。

なお，学校管理規則に「小中一貫教育校」として明記し，小中一貫教育を行うために

ふさわしい運営上の仕組みを整える。

２ 教育課程における４つの特色 

○ 小学校教員と中学校教員との協働を大切にした指導体制

・ ティームティーチングの指導を生かしたステージ（小学校１～４年生）

・ 中学校教員との複数指導などの専門性を活かしたステージ （小学校５～６年生） 

○ ９年間の英語科カリキュラムによる英語力の育成

・ 学習内容の系統性を大切にした実践的な授業の実施

・ 使える英語力をめざすコミュニケーション活動の充実

○ ＩＣＴを活用した教育の充実

・ 全学級に，大型提示装置，教師用タブレットを整備

・ デジタル教科書の活用や遠隔授業の実施

○ 郷土「能古島」を核とした，教科「ふるさと科」の新設

・ 地域の「人・もの・こと」を生かした，能古でしかできない体験の充実

・ 「ふるさと科」を中心に据えた，コミュニケーション活動の充実

３ 児童生徒の募集について 

○ 平成 31年度児童生徒募集予定人数（H30.10.1時点の見込み）
学 年 小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 小学合計 中 1 中 2 中 3 中学合計 小中合計 

島 内 ５ ６ ８ ６ ３ ５ 33 ６ ３ ８ 17 50 

島外(※) － ９ ８ ６ ６ ５ 34 ４ 14 10 28 62 

募 集 15 ５ ４ ８ 11 10 53 10 － － 10 63 

合 計 20 20 20 20 20 20 120 20 17 18 55 175 

※現在実施している海っ子山っ子スクール（小規模校特別転入学制度）等による児童生徒数

○ スケジュール

・保護者説明会 実 施 日 平成 30年８月 25日(土)，平成 30年９月２日(日) ， 

平成 30年９月８日(土)，平成 30年９月２日(日) ， 

参加世帯数 135世帯 

開催場所 市民センター（早良，西，中央） 

・オープンスクール 実 施 日 平成 30 年 10 月 14 日(日)，平成 30 年 10 月 27 日(土) 

参加世帯数 142世帯 

開催場所 能古小・中学校 

・応募期間 平成 30年 10月 29日(月)～平成 30年 12月 14日(金) 

・転入学結果通知 平成 31年１月下旬 
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福岡市立学校通学区域審議会の組織等に関する規則

（昭和31年福岡市教育委員会規則第３号）

（目的）

第１条 福岡市附属機関設置に関する条例（昭和28年福岡市条例第70号）別表に規定する福岡市立学

校通学区域審議会（以下「審議会」という。）の組織等に関し必要な事項は別に定めがあるものを

除く外，この規則の定めるところによる。

（所掌事務）

第２条 審議会は，教育委員会の諮問に応じ，福岡市立小学校及び中学校に就学する児童及び生徒の

通学区域の設定又は改廃に関する事項を調査審議し，及びこれに関し必要と認める事項を教育委員

会に答申する。

（委員の委嘱）

第３条  委員は，20名以内とし，次に掲げる者の中から委嘱する。

(１) 福岡市議会議員

(２) 学識経験者

(３) 福岡市立小学校及び中学校の父母教師会の会員（但し，第４，第５号該当者を除く。）

(４) 福岡市立小学校及び中学校の校長

(５) 福岡市立小学校及び中学校の教職員

(６) 福岡市教育委員会事務局及び市長部局の職員

(７) その他教育委員会が必要と認める者

（委員の任期）

第４条 前条第７号以外の委員の任期は２年とし，欠員を生じた場合の補充委員の任期は，前任者の

残任期間とする。

２ 委員は，再任することができる。

（会長及び副会長）

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は，委員の互選により選任する。

３ 会長は，審議会の会務を総理する。

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。

（議事）

第６条 審議会は，委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

２ 審議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，会長の決する

ところによる。

（庶務）

第７条 審議会の庶務は，教育委員会事務局総務部教育政策課において処理する。

（雑則）

第８条 この規則に定めるものの外，議事の手続きその他運営に関し必要な事項は会長が定める。

附 則

  （略）
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委嘱区分 氏　名 役　職　名 任　期

調
しらべ

　崇史
た か し 福岡市議会

議員

山口
やまぐち

　剛司
つ よ し 福岡市議会

議員

楠
くすき

　正信
まさのぶ 福岡市議会

議員

倉元
くらもと

　達朗
た つ お 福岡市議会

議員

高山
たかやま

　博光
ひろみつ 福岡市議会

議員

髙妻
こうづま

　紳二郎
し ん じ ろ う 福岡大学人文学部

教授
2017年７月31日から
2019年７月30日まで

稲葉
い な ば

　美由紀
み ゆ き 九州大学基幹教育院人文社会科学部門

教授

西山
にしやま

　久子
ひ さ こ 福岡教育大学大学院教育学研究科

教授

尾石
お い し

　静雄
し ず お 福岡市公民館館長会

副会長

丸岡
まるおか

　良光
よしみつ 福岡市自治協議会等７区会長会

代表

伊藤
い と う

　嘉人
よ し と 福岡市子ども会育成連合会

会長

井上
いのうえ

　耕治
こ う じ 博多区青少年育成連絡会

会長

川口
かわぐち

　三代次
み よ じ 福岡市ＰＴＡ協議会

副会長

張
ちょう

　浩子
ひ ろ こ 福岡市ＰＴＡ協議会

副会長

加地
か ぢ

　富美
ふ み 福岡市ＰＴＡ協議会

副会長

田中
た な か

　貴美
き み

世
よ 香陵小学校

校長

町田
ま ち だ

　万里
ま り 三筑中学校

校長

教員代表 西村
にしむら

　芳美
よ し み 四箇田小学校

教頭
2018年９月14日から
2019年７月30日まで

市職員代表 坂本
さかもと

　秀和
ひでかず

早良区長
2018年９月14日から
2019年７月30日まで

2018年９月14日から
2019年７月30日まで

＜敬称略＞

福岡市立学校通学区域審議会委員名簿

学校長代表

父母教師会代表

市議会議員

学識経験者

2017年７月31日から
2019年７月30日まで

2017年７月31日から
2019年７月30日まで

2017年７月31日から
2019年７月30日まで

2017年７月31日から
2019年７月30日まで
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